
ハイリスク妊産婦共同管理ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅱ）算定について算定についてハイリスク妊産婦共同管理ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅱ）算定について算定についてハイリスク妊産婦共同管理ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅱ）算定について算定について
下記の保険医療機関からの紹介のもと、

当院に入院中のハイリスク分娩管理が必要な次の状態の患者様で、

その医療機関の医師と当院の医師が共同でハイリスク妊娠

又はハイリスク分娩に関する医学管理を行った場合、

１回に限り５0０点を保険請求いたします。

平成30年4月1日
　北　野　病　院

妊婦で下記に掲げる状態にある場合妊婦で下記に掲げる状態にある場合 妊産妊産婦（産褥婦含む（産褥婦含む）で下記に掲げる状態にある場合で下記に掲げる状態にある場合

・妊娠２２週から３２週未満の早産 ・妊娠２２週から３２週未満の早産

・妊娠高血圧症候群重症 ･４０歳以上の初産婦

・前置胎盤（妊娠２８週以降で出血等の病状を伴う） ・分娩前のＢＭＩが３５以上の初産婦

・妊娠３0 週未満の切迫早産 ・妊娠高血圧症候群重症

（子宮収縮、子宮出血、頸管開大、短縮又は軟化の兆候） ・常位胎盤早期剥離

・多胎妊娠　　　　　・子宮内胎児発育遅延 ・前置胎盤（妊娠２８週以降で出血等の病状を伴う）

・心疾患　　　　　　・糖尿病 ・双胎間輸血症候群

・甲状腺疾患

・腎疾患

・膠原病 ・特発性血小板減少性紫斑病

・特発性血小板減少性紫斑病 ・白血病

・白血病 ・血友病

・血友病 ・出血傾向のある状態

・出血傾向のある状態 ・ ＨＩＶ陽性　　　　・精神疾患

・ ＨＩＶ陽性 ・当該妊娠中に帝王切開以外の開腹手術を行った又は行う予定

・ Ｒｈ不適　　　　 ・精神疾患

・当該妊娠中に帝王切開以外の開腹手術を行った又は行う予定

ハイリスク妊産婦共同管理料の算定対象となる患者について

ハイリスク妊娠管理又はハイリスク分娩管理を共同で行う保険医療機関ハイリスク妊娠管理又はハイリスク分娩管理を共同で行う保険医療機関
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・多胎妊娠　　　　　・子宮内胎児発育遅延

・心疾患　　　　　　・糖尿病

小阪産病院
 




